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長野県告示第154号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合を含

む。）の規定により、医療機関を次のとおり指定しました。

　　令和８年４月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 指 定 年 月 日

新井歯科医院 飯田市育良町１－22－７ 令和８年３月１日

ユラナス薬局 諏訪郡下諏訪町栄町5036番地１ 令和８年３月１日

地域福祉課

長野県告示第155号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合

を含む。）の規定により、指定を受けた医療機関からその業務を廃止する旨、次のとおり届出がありました。

　　令和８年４月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局
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地域福祉課

長野県告示第156号

　次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合しないため、土

壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変

更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）として次のとお

り指定します。

　　令和８年４月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　土地の区域（形質変更時要届出区域）

　　上田市塩川字藤平4336番１の一部

２　土壌汚染対策法施行規則第31条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　水銀及びその化合物

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

水大気環境課

名　　　　　称 所　　　在　　　地 廃 止 年 月 日

訪問看護ステーションあずみの里 安曇野市豊科高家5285－11 令和５年３月31日

矢崎薬局 茅野市塚原２－3783－１ 令和８年３月31日

長野県告示第157号

　南信工科短期大学校及び技術専門校の令和９年度の訓練定員を次のように定めました。

　　令和８年４月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

校　名
訓 練 職 種

（訓　練　科）

定　　員

普通課程 短期課程

長野県南信工科短期大学校
機械科

人 人

20

長野県長野技術専門校

機械加工科

電気工事科

木造建築科

20

20

20

長野県松本技術専門校

電気工事科

自動車整備科

木造建築科

冷凍空調設備科

15

50

35

15

長野県岡谷技術専門校

ものづくり技術科

機械制御科

ＦＡ装置科

プロダクトマネジメント科

５

５

５

20

長野県飯田技術専門校
自動車整備科

木造建築科

40

20

長野県佐久技術専門校
機械加工科

機械ＣＡＤ加工科

10

20

長野県上松技術専門校 木工科 40
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産業人材育成課

長野県飯田建設事務所告示第９号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和８年４月23日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和８年４月６日

	 長野県飯田建設事務所長　折　井　克　壽

１　路　　　線　　　名　　松川大鹿線

２　供用を開始する区間

　　下伊那郡大鹿村大字大河原313番地先から

　　下伊那郡大鹿村大字大河原4203番の 96地先まで

３　供用を開始する期日　　令和８年５月７日

道路管理課

公告

　県営浅間池地区土地改良事業の工事は、次のとおり完了しました。

　　令和８年４月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　土地改良事業の名称

　　県営農村地域防災減災事業

２　工事の着手年月日

　　令和３年11月30日

３　工事の完了年月日

　　令和８年３月24日

農地整備課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定による都市計画の図書の写しの送付を受けましたので、同条第

２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供します。

　　令和８年４月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　都市計画の種類及び名称

　　小海都市計画公園　３・３・１号土村公園

　　小海都市計画公園　５・５・１号八峰公園

２　縦覧場所

　　長野県建設部都市・まちづくり課及び小海町役場

都市・まちづくり課


